
NO.1

款 項 目

1100 前年度専門部会計決算額と同額

1210 県高体連より 専門部年間運営費支給基準

1220 県高体連より

１中国選手権大会 1231
中国選手権大会開催時に中国高体連からの
補助金を県高体連より振込

２０，０００円

２中国新人（選抜）大会 1232
中国新人（選抜）大会開催時に中国高体連
からの補助金を県高体連より振込

２０，０００円

1240

１．中国選手権大会のため県高体連より振込
２．中国選手権大会開催時に他県専門部より
　　振込（支給元は各県高体連）

１．２０，０００円
２．２０，０００円×４県
　　＝８０，０００円追加により
　　１００，０００円となる
自転車・水泳は各県40000円

１中国選手権大会 1251 中国選手権大会での各県専門部分担金 各県専門部から

２中国新人（選抜）大会 1252
中国新人（選抜）大会での各県専門部
分担金

各県専門部から

1260
中国選手権大会開催時に県補助金を
県高体連より振込

１４０，０００円

３大会負担金 専門部会計様式10・11号使用

１中国選手権県予選 1310 大会参加負担金（個人・団体）
上限　個人　２，５００円
　　　（自転車ロードは除く）

　　　団体２５，０００円

1320
大会参加者から一律徴収
個人（全員分）
団体（エントリー人数分）

一人５００円

３県新人戦 1330 大会参加負担金（個人・団体）
上限　個人　２，５００円
　　　（自転車ロードは除く）

　　　団体２５，０００円

４選抜県予選 1340 大会参加負担金（個人・団体）
上限　個人　２，５００円
　　　（自転車ロードは除く）

　　　団体２５，０００円

５中国選手権大会 1350 大会参加負担金（個人・団体）
上限　個人　２，５００円
　　　（自転車ロードは除く）

　　　団体２５，０００円

1360 大会参加負担金（個人・団体）
上限　個人　２，５００円
　　　（自転車ロードは除く）

　　　団体２５，０００円

４登録費
全国・中国・県専門部による加盟団体・個
人登録費徴収分

連盟・協会の登録費は県専門部が
徴収しない

1410 全国専門部への登録費（団体・個人）

1420 中国専門部への登録費（団体・個人）

1430 県専門部への登録費（団体・個人）

1500
全国大会・中国大会参加料及び宿泊
予納金等、参加校からの振込

１
収
入
の
部

３中国大会中国高体連分担金

４中国選手権大会
　各県高体連分担金

５中国大会各県専門部分担金

６中国選手権大会県補助金

２県総体

２中国専門部

３県専門部

５全国・中国大会参加校費用

１全国専門部

鳥取県高等学校体育連盟　専門部会計　収支基準（令和4年度改訂版）

科　　　　　　　目
科目ＮＯ 説　　　明 基　準　金　額

６中国新人（選抜）大会

１繰越金

２補助金・分担金

１専門部年間運営費

２県総体運営費



NO.２

款 項 目

６競技団体助成金

1610
○競技団体からの専門部運営補助
○競技団体からの強化費  等

1620 ○競技団体からの大会運営費補助

1630 ○競技団体からの大会運営費補助

1640 ○競技団体からの大会運営費補助

1650 ○競技団体からの大会運営費補助

1660 ○競技団体からの大会運営費補助

1670 ○競技団体からの大会運営費補助

７協賛金 1700

1710
○専門部運営補助のための協賛金
○強化費等のための協賛金

1720 ○大会運営費の協賛金

1730 ○大会運営費の協賛金

1740 ○大会運営費の協賛金

1750 ○大会運営費の協賛金

1760 ○大会運営費の協賛金

1770 ○大会運営費の協賛金

８預金利息 1800 年２回（８月、２月）

９その他

1910
○大会事業以外のその他の収入
全国大会返金　等

1920

1930

1940

1950

1960

1970

３県総体

７中国新人（選抜）大会

５選抜県予選

６中国選手権大会

７中国新人（選抜）大会

１一般会計

２中国選手権県予選

１
収
入
の
部

１一般会計

２中国選手権県予選

３県総体

４県新人戦

○大会事業におけるその他の収入

〈例〉
プログラム販売
大会事業保険金代金徴収
上記以外、大会事業に関わる収入

３県総体

４県新人戦

５選抜県予選

６中国選手権大会

５選抜県予選

４県新人戦

科　　　　　　　目
科目ＮＯ 説　　　明 基　準　金　額

６中国選手権大会

７中国新人（選抜）大会

１一般会計

２中国選手権県予選



NO.３

款 項 目

１・２県・中国大会事業費

１褒賞費

レプリカ中国大会＠10,000円
　　　　 県大会 ＠ 5,000円
メダル等 中国大会＠2,000円
　　　　 県大会　＠1,000円

２旅費 ○高体連旅費支給基準による
○専門部会計様式第12号使用

３諸謝金

医師　＠10,000～30,000/日
看護師＠5,000～10,000/日
※専門部会計様式第13号～
   16号により確認をすること

４消耗品費

請求書（できれば）・領収書
を調書裏面に添付する。
購入物品・購入量が分かるよ
うに記入する。

５印刷製本費 プログラム　　＠1,000円

６通信運搬費 郵券代の内訳記入

７借損費
会場使用料（県立の体育施
設・学校施設は無料）
バス借上料

８会議費
一人　　＠300円
購入物品を明記

９食糧費
弁当代　＠500円～800円
　（消費税含め864円以内）

０その他
①左記は消耗品に入れる
②備品は専門部運営費（その
　他）にて計上すること

基　準　金　額

会場使用料・会場設備使用料・土地建物の借料・器
具機械の借料及び損料・車バス借上料

実行委員会・代表者会議・監督会議・反省会のお茶
代

科　　　　　　　目
説　　　明

○大会期間中、競技関係者に配布する食糧の代価
　（出張による高体連関係者には支給しない）
○県大会では補助役員には弁当支給をしない
○中国大会では補助役員への弁当支給を認める

①収入印紙代・損害保険料・治療代・見舞金
  記録写 真代・アルバム代・器具機械の修繕費
②備品は大会事業には計上しない
③振込手数料（通信運搬費で計上しない）

２
支
出
の
部

①レプリカ・入賞メダル作成費用
②中国大会用賞状は各専門部で作製
③賞状作成費は、褒賞費で計上する

役員・審判員等の旅費
　※出張による高体連関係者には支給しない
　※選手の旅費は支給しない
　※義務免及び義務免扱い以外の役員は自宅
　　を起点とする

○医師・看護師・ブラスバンド・アナウンス等
　協力者に対する謝金
○審判員等に対する謝金（出張による高体連関係者
　　　　　　　　　　　　には支給しない）
○税金が発生する場合は、高体連事務局からの支払
　いとなる

事務用品・諸帳簿・薬品費・プラカード・看板・大
会用印鑑・競技用消耗品（ボール等）・役員リボ
ン・フィルム・コピー用紙・コピー機使用等
　その他、短日時に消耗しないがその性質が長期使
用に適さないもの及び器具・機械として整理しがた
いもの（備品は含まない）

プログラム・ポスター・申込書類・地図招待状等の
印刷代及び製本費用。
書類・伝票帳簿等の制作費用
※県総体のポスター・プログラムは高体連事務局で
　作製

郵便代・電信料・電話料・電話仮設料・運送費
（借上料は含まない）



NO.４

款 項 目

３専門部事業費

１専門部本部費

１中国選手権大会
　各県高体連分担金

2311
中国選手権大会各県高体連分担金
（県高体連支給分を開催県専門部へ）

①各県20,000円
（水泳・自転車は40,000円）
②各専門部による

２中国選手権大会
　各県専門部分担金

2312 中国選手権大会各県専門部分担金 各専門部による

３中国新人（選抜）大会

　各県専門部分担金
2313 中国新人（選抜）大会各県専門部分担金 各専門部による

４全国専門部負担金 2314 県専門部より全国専門部へ

５中国専門部負担金 2315 各県専門部より中国専門部へ

６地区専門部運営費 2316 県専門部から各地区専門部へ

７強化費 2317 県専門部からの強化費
○高体連旅費支給基準による
○専門部会計様式第17号使用

８専門委員長旅費 2318 全国・中国専門委員長会議旅費

９全国・中国大会
　参加校費用

2319
全国大会・中国大会参加料及び宿泊
予納金等、参加校からの振込を大会
本部へ振込

専門部会計様式第10号使用

０県総体大会負担金 2310 専門部で徴収し、事務局へ振り込む

２専門部運営費

１褒賞費 2321 大会事業以外での表彰等費用

２旅費 2322
専門部事業による旅費
※専門委員長旅費は含まない
※会計確認・専門部会議旅費（非出張分）

○高体連旅費支給基準

３諸謝金 2323
専門部による講演会講習会等諸謝金
※税金が発生する場合は高体連事務局
　へ連絡すること

専門部様式第13号～16号
により確認をすること

４消耗品費 2324
専門部事業による消耗品費
※県・中国大会事業以外のもの

単価100,000円未満
※単価50,000円以上の場合は要相談

５印刷製本費 2325
専門部事業による印刷製本費
※県・中国大会事業以外のもの

６通信運搬費 2326
専門部事業による通信運搬費
※県・中国大会事業以外のもの

７借損費 2327
専門部事業による借損費
※県・中国大会事業以外のもの

８会議費 2328
専門部事業による会議費（会議お茶代）
※県・中国大会事業以外のもの

一人　　＠300円
購入物品を明記

９食糧費 2329
専門部事業による食糧費
※県・中国大会事業以外のもの

０その他 2320

○大会事業及び本部費に当てはまらない
　支出
○振込手数料（通信運搬費で計上しない）
○専門部による備品購入等

単価100,000円以上で消耗品
扱いにならない場合は備品
※備品購入の場合は要相談

４中国大会積立金 2400
中国選手権大会・中国新人（選抜）大会
県内開催時用積立金

５予備費 2500

基　準　金　額

２
支
出
の
部

科　　　　　　　目
科目ＮＯ 説　　　明

平成22年4月21日より改正実施/平成24年度改正/平成25年度改正/平成29年度改正/令和4年度改正


